
 

 

 

アニュアルボリュームライセンスアグリーメント 
（年間ボリュームライセンス契約） 

契約条件 
 

本アニュアルボリュームライセンスアグリーメント契約条件（以下「本契約」という）は、お客様（以下「ライ

センシー」という）と Claris International Inc.および／または Claris International（以下「Claris」という）との

間で、Claris がライセンシーの最初の注⽂を処理し、Claris がライセンシーに確認書を送付後、拘束⼒のある契

約書を構成する。ライセンシーは、全ての契約条件を承諾し、ソフトウェアの将来の更新あるいはインストール

解除に関する法的要件を明確に理解していることを確認する。 

 

1. ライセンス 

(a) ソフトウェア    本契約の⽬的において、「本ソ

フトウェア」とは、Claris の契約システムで確認

されるとおり、Claris FileMaker Server（以下

「FileMaker Server」という）、Claris FileMaker 

Pro（以下「FileMaker Pro」という）その他のラ

イセンシーにより使⽤許諾された FileMaker ソフ

トウェアを意味する。 

 

(b) ライセンスの付与    該当する料⾦の全額の⽀

払いがなされた上で、且つ本契約の条件に従うこ

とを条件として、その期間中、第 1 条(b)(i)または

同条(b)(ii)の該当するライセンスモデルにおいて

規定されているとおり、Claris はライセンシーに

対し、本ソフトウェアをインストールし、これを

使⽤する、⾮独占的で譲渡不可能なライセンスを

付与する。「ライセンスカウント」とは、(i)ユーザ

ライセンスモデルに基づいて認められたユーザの

数および(ii)同時接続ライセンスモデルに基づい

て認められた同時接続の数の両⽅を指す。 

(i) ユーザライセンス    ライセンシーがユー

ザライセンス（以下「ユーザライセンス」と

いう）を購⼊している場合、以下の条件が適

⽤される（かつ以下第 1 条(b)(ii)の条件は適

⽤されない）。ライセンシーは、Claris から

追加のライセンスを書⾯により付与されな

い限り、各ユーザライセンス契約に基づき、

3 つの FileMaker Server ソフトウェアのラ

イセンスを受ける。ライセンシーは、本ソフ

トウェアにアクセスすることになる社内⼜

は組織内の各個⼈のためにユーザライセン

スを購⼊しなければならない。この本ソフト

ウェアにアクセスするライセンスを受けた

各個⼈を「ユーザ」と定義する。各ユーザは、

Claris FileMaker WebDirect （ 以 下

「FileMaker WebDirect」という）ウェブブラウ

ザクライアント、Claris FileMaker Go（以下

「FileMaker Go」という）クライアントおよび

FileMaker Pro クライアント（以下、総称し

て「クライアント」という）を使⽤して、

FileMaker Server 内に保存されているデー

タにアクセスする権利を有する。ユーザは



FileMaker Server にアクセスするためにあ

らゆるクライアントを使⽤することができ

る。ユーザはまた、FileMaker Server に接続

した状態⼜は接続されていない／オフライ

ンの状態のいずれかにある FileMaker Pro

クライアントを使⽤することができる。ユー

ザは、有効なユーザライセンスを保有し、

FileMaker Server ソフトウェアにアクセス

する際にこれを使⽤する限り、同時接続ライ

センス契約に基づき購⼊した FileMaker 

Server にアクセスするためにあらゆるクラ

イアントを使⽤することができる。ライセン

シーが、同時接続ライセンス契約に基づいて

購⼊した FileMaker Pro クライアントは、ユ

ーザライセンス契約に基づいて購⼊した

FileMaker Server ソフトウェアにアクセス

することを許可されていません。ライセンシ

ーは、現在のユーザが本ソフトウェアを利⽤

することが不要になくなった場合に限り、社

内⼜は組織内の別の個⼈に対して契約数の

範囲内でユーザライセンスを再割り当てす

ることができる。 

 

(ii) 同時接続ライセンス    ライセンシーが同

時接続のライセンス（以下「同時接続ライセン

ス」という）を購⼊している場合、以下の条件

が適⽤される（かつ以下第 1 条(b)(i)の条件

は適⽤されない）。ライセンシーは、1 つの

FileMaker Server ソフトウェアのライセン

ス を 受 け る 。 ラ イ セ ン シ ー は 、 Claris 

FileMaker WebDirect （ 以 下 「 FileMaker 

WebDirect」という）ウェブブラウザクライア

ント、Claris FileMaker Go（以下「FileMaker 

Go」という）クライアントおよび FileMaker 

Pro クライアント（以下、総称して「クライ

アント」という）を使⽤して、FileMaker 

Server 内に保存されているデータにアクセ

スする権利を有する。ライセンシーは、

FileMaker Server に同時にアクセスする

個々の接続の最⼤数と同数の同時接続ライ

セ ン ス を 購 ⼊ し な け れ ば な ら な い 。

FileMaker Server にアクセスする各クライ

アントは、同時接続として数える。ライセン

シ ー は 、 そ の 従業員に 対 し て のみ、

FileMaker Server に接続した状態⼜は接続

されていない／オフラインの状態のいずれ

かにある FileMaker Pro ソフトウェアを使

⽤することを許可することができる。ライセ

ンシーの施設内において稼働し、またライセ

ンシーからの明⽰的な許可を受けているラ

イセンシーの臨時の従業員、コンサルタント

または受託者はまた、ライセンシーのために

活動するときに限り、FileMaker Pro ソフト

ウェアを使⽤することができる。それらの者

がライセンシーのために稼働することをや

めたとき、またはこのライセンスが第 4条に

より終了または満了したとき、FileMaker 

Pro ソフトウェアは、それらの者のコンピュ

ーターから削除されなければならない。ライ

センシーが教育機関である場合、ライセンシ

ーは学⽣、教職員、教育助⼿、管理⼈および

スタッフの現在籍者に対してのみ、当該教育

機関が所有管理されるコンピューターにお

いて FileMaker Pro ソフトウェアを使⽤す

ることを許可することができる。ライセンシ

ーは、FileMaker Pro クライアントに対して

のみ、同時接続ライセンス契約に基づき購⼊

した FileMaker Server に接続することを許

可することができる。FileMaker WebDirect

接続の場合、ウェブブラウザの各タブが開か

れて FileMaker Server に接続している場合

には別のクライアントとして同時接続数に



数えられる。ライセンシーは、ユーザライセ

ンス契約に基づいて購⼊した FileMaker Pro

クライアントが、FileMaker Server ソフトウ

ェアにアクセスすることを許可することが

できる。同時接続ライセンス契約に基づく 1

つ の ク ラ イ ア ン ト が複数 の FileMaker 

Server の同時接続ライセンスに同時にアク

セスする場合、各クライアントがアクセスす

る各 FileMaker Server 毎に同時接続が要求

される。ライセンシーは、いかなるときにお

いても、FileMaker Pro のあらゆる使⽤は、

FileMaker Server に接続した状態⼜は接続

解除されている／オフラインの状態かに関

わらず、同時接続の最⼤数まで使⽤を許可す

ることができる。 

 

ライセンシーは、本契約の有効期間中のみ本ソフトウ

ェアを使⽤することが可能であり、本ソフトウェアの

使⽤はすべて Claris の契約システムで提⽰される契

約満了⽇に終了しなければならない。ただし、本ソフ

トウェアの永続ライセンスが事後的に購⼊されたか

本契約が本契約第４条(a)(3)または第４条(b)に従い

更新された場合は、この限りでない。 

 

Claris は、ライセンシーに固有のライセンスキーを提

供し、このライセンスキーは、機密に保持されるもの

とし、本契約のライセンス条件に従いライセンシーに

本ソフトウェアを使⽤できるようにするという⽬的

のためだけに使⽤されなければならない。ライセンシ

ーは、ライセンシーが本ソフトウェアをコピーしイン

ストールするのに要する⼀切の費⽤を単独で負担す

るものとする。 

 

(c) 所有権    ライセンシーが本ソフトウェアが記

録された媒体を所有するが、ライセンシーは、本

ソフトウェア⾃体の所有権は Claris とそのライセ

ンサーが所有することを認める。 

 

(d) エンドユーザライセンス契約    本ソフトウェ

アとともに提⽰されるエンドユーザライセンス契

約（以下「EULA」という）に記載された条件が、

本ライセンスに基づき使⽤される本ソフトウェア

の各々のコピーの使⽤に適⽤される。ただし、

EULA は本ソフトウェアに対して追加のライセン

スを付与するものではない。 

 

(e) 教育⽤    本ソフトウェアが教育⽤ディスカウ

ント価格でライセンスされている場合、本ソフト

ウェアは、正式認可を受けた教育機関（もしくは

それに相当する機関）または学⽣を教育する⽬的

のために組織、運営された⾼等教育機関の学⽣、

教職員、スタッフ及び管理者の現在籍者のみが使

⽤することができる。 

 

 

2. 制限 

(a) ⼀般的な制限    ライセンシーは、本ソフトウェ

アには営業上の秘密が含まれており、その保護の

ため、本ソフトウェアの逆コンパイル、リバース・

エンジニアリング、逆アセンブルならびにその他

の⽅法により本ソフトウェアを⼈が認知できるよ

うな形態に変えることは、適⽤される法律により

認められている場合を除き、認められていないこ

とを確認する。ライセンシーは、本ソフトウェア

の全体または⼀部を改変、売却、レンタル、リー

ス、貸与、頒布することはできず（但し本ライセ

ンスにより明⽰的に許可されているものを除く）、

また本ソフトウェアの全体または⼀部を基にして

派⽣物、⼆次的著作物を作成することはできない。 

 

(b) 表⽰    ライセンシーは、(i)本ソフトウェアから

著作権表⽰または財産権表⽰を除去してはならず、



(ii)本ソフトウェアのオリジナルコピーに記載さ

れている著作権表⽰その他の財産権表⽰を本ソフ

トウェアのすべてのコピーに複製するものとし、

(iii)本契約に基づき許可されている通りに本ソフ

トウェアを使⽤するために必要な場合を除き、固

有のライセンスキーをいかなる者にも開⽰しては

ならず、且つ、(iv)本ソフトウェアの各使⽤者が本

契約の条件を認識しこれに従うよう、合理的な措

置を講じるものとする。 

 

(c) 制限された使⽤⽅法    本ソフトウェアは、原⼦

⼒施設の運⽤、航空機の運航、コミュニケーショ

ンシステム、航空管制の運⽤、その他本ソフトウ

ェアの動作不良が死亡、怪我⼜は重⼤な物理的ま

たは環境的損害につながる恐れのある環境におい

て使⽤されることを予定したものではない。 

 

(d) 移転や譲渡の禁⽌    ライセンシーは、Claris の

事前の書⾯による同意なくして本契約のいかなる

部分をも他者に移転したり譲渡してはならない。 

 

 

3. 保守ソフトウェア 

(a) 定義： 

(i) 「保守ソフトウェア」には、アップグレード

とアップデートの両⽅が含まれる。 

(ii) 「アップグレード」とは、機能の追加とパフ

ォーマンスの強化の両⽅またはいずれか⼀

⽅を通じての既存の製品の改良を意味する。 

(iii) 「アップデート」とは、修正を含むバグ修正

アップデート、仕様との⼀致を維持するため

の互換性アップデート、および特定の標準と

の相互利⽤のための標準互換性アップデー

トを意味する。 

 

(b) 保守ライセンス：本ライセンスの⼀部として、本

ソフトウェアを使⽤できるライセンシーの権利は、

ソフトウェア・ダウンロードページに記載された

本ライセンス契約発効⽇と保守期間満了⽇との間

（以下「保守期間」という）に商業的にリリース

される保守ソフトウェアにも及ぶものとする。

Claris は、当該期間内に保守ソフトウェアが商業

的にリリースされた場合、そのマスター・コピー

１部をライセンシーに提供する。 

 

(c) 制限及び権利否認：⼀定の顧客⼜は⼀定のマーケ

ットセグメントのために作成される保守ソフトウ

ェアとは異なる名称の製品や保守ソフトウェアの

特別バージョンが、たとえ類似する特徴⼜は機能

を有していようとも、保守ソフトウェアに対する

ライセンシーの権利は、このような異なる名称の

製品や特別バージョンを取得できる権利を、決し

てライセンシーに付与するものではない。各種の

製品が、スペシャル・プロモーションとして、異

なる定で、⼩売その他の販売経路において適時提

供されるかもしれないが、それらは、Claris によ

る独⾃裁量に基づく場合を除き、保守ソフトウェ

アとして提供されることにはならない。保守ソフ

トウェアは、あくまで Claris 及びそのライセンサ

ーが⾃⼰の独⾃裁量に基づき、開発されたりリリ

ースされるものである。Claris 及びそのライセン

サーは、保守ソフトウェアを、その保守期間中に

開発したりリリースする旨の保証⼜は表明を⾏う

ものではない。また、Claris 及びそのライセンサ

ーは、保守ソフトウェアが商業的にリリースされ

たあと、ライセンシーに対して保守ソフトウェア

を特定期間内に提供する旨の保証を⾏うものでも

ない。 

(i) 「メンテナンス・ソフトウェア」とは、本ソ

フトウェアのアップグレードおよびアップ

デートの両⽅を意味する。 

 



 

4. 契約期間および終了 

(a) 当初契約期間  本契約は、契約⽇に開始し、Claris

の契約システムで提⽰される契約満了⽇に終了す

る（以下「当初契約期間」という）。ただし、本契

約が本契約第 4条の条項に基づき更新されるか終

了した場合はこの限りでない。当初契約期間以降

については、ライセンシーは、(1)本契約第 4条(b)

に基づき本契約を更新すること、(2)本契約第 4条

(d)に基づき本契約を終了させ、本ソフトウェアの

使⽤の⼀切を終了すること、または(3)Claris のそ

の時点で有効な条件に基づき本ソフトウェアを

Claris の他のライセンスプログラムの 1 つに於い

て再ライセンスすることができる。 

 

(b) 契約更新期間    当初契約期間以降については、

本契約は、以下の通り、契約期間を 1年間または

（Claris が認める場合）複数年間更新することが

できる。本契約を更新するためには、ライセンシ

ーは、毎年の契約応当⽇またはそれ以前に、Claris

に書⾯でそのライセンスカウントを確認し、

Claris のその当時最新のライセンスの更新料を⽀

払わなければならない。Claris は、次回の契約番

号および契約満了⽇を記載したライセンス証書を

発⾏し、Claris の契約システムを更新することに

より、かかる契約期間の更新を確認する。 

 

(c) 契約違反    ライセンシーによる本契約違反が、

Claris からの書⾯による契約違反の通知を受領し

た後 10 ⽇間以上継続する場合、Claris は、ライセ

ンシーに書⾯で通知することにより、本契約を終

了することができ、この場合、本契約及びライセ

ンシーに付与されたすべての権利が直ちに終了し

失効する。本契約違反は、⽀払期限到来済みのラ

イセンス料の未払いを含むが、これに限定される

ものではない。 

 

(d) 終了の効果    いかなる理由があろうとも、本契

約の期間満了または終了を以て、本契約のもとで

のライセンスはすべて直ちに終了し、ライセンシ

ーは、本ソフトウェアのすべての使⽤、インスト

ールおよびコピーを直ちに終了するものとする。

本契約の期間満了または終了の後 30 ⽇以内に、

ライセンシーは、Claris の契約システムで要求さ

れる契約終了通知書を提出し、ライセンシーが本

ソフトウェアの使⽤をすべて終了済みであり本ソ

フトウェアのコピーを削除済みまたは破棄済みで

あることを確認しなければならない。Claris がラ

イセンシーの通知書を 30 ⽇以内に受領しない場

合、Claris は、次の(1)か(2)のいずれか、もしくは

両⽅をおこなうものとする。(1)Claris は、ライセ

ンシーに請求をおこない、ライセンシーは Claris

に対してライセンス料の⽀払を継続しなければな

らない。(2)Claris は、ライセンシーが本ソフトウ

ェアを使⽤し続けられないように機能を停⽌する

措置を講じる。本契約に基づき Claris に⽀払われ

た料⾦は、本契約の期間の満了後または終了後で

あれ、本契約の期間中であれ、払い戻しを受ける

ことはできない。 

 

(e) 存続条項    本契約第 1 条(c)、2条、4条、5条、

6条、7条及び 11 条は、本契約の期間満了または

終了後も存続するものとする。 

 

 

5. 限定保証 

Claris は、Claris の契約システムで提⽰される当初契

約⽇から 90 ⽇の期間、Claris が提供する本ソフトウ

ェアが、Claris から⼊⼿することができる本ソフトウ

ェアの公表された仕様に実質的に合致することを保

証する。上記の限定保証に違反した場合の Claris の全

責任およびライセンシーの唯⼀かつ排他的な救済⼿



段は、Claris の選択により、記憶媒体の交換、購⼊代

⾦の返還または本ソフトウェアの修理もしくは取替

のいずれかとなる。この限定保証は、Claris の⾏う唯

⼀の保証であり、Claris およびそのライセンサーは、

かかる限定保証を除くその他⼀切の明⽰または黙⽰

の保証（市販性、充分な品質または特定⽬的への適合

性についての黙⽰の保証または条件を含むが、これら

に限定されない）を明⽰的に否定する。さらに、ライ

センシーの本ソフトウェアに対する楽しみを妨害し

てはいないことや本ソフトウェアが第三者の権利を

侵害していないことを保証するものではない。Claris

は、本ソフトウェアに含まれる機能がライセンシーの

要求に適合すること、本ソフトウェアの操作が中断さ

れることなくもしくはエラーを⽣じることなく⾏わ

れること、または本ソフトウェアの瑕疵が修正される

ことを保証するものではない。更に、Claris は本ソフ

トウェアの使⽤または使⽤結果について、正確さ、精

密さ、信頼性その他の⾒地から保証または表明を⾏う

ものでもない。Claris またはその授権された代表者が

提供する⼝頭・書⾯による情報または助⾔は、保証を

成⽴させるものではなく、また、いかなる意味におい

ても本保証の範囲を拡⼤するものでもない。但し⼀部

の法域では黙⽰の保証または条件の排除を認めてい

ないため、上記の排除規定はライセンシーに適⽤され

ない場合がある。 

 

 

6. 救済および損害⾦の制限 

いかなる状況（過失を含む）においても、Claris また

はそのライセンサーは、本ソフトウェアの使⽤または

これらを使⽤できないことにより⽣じる偶発的損害、

特別損害、結果的損害については、たとえ Claris、そ

のライセンサーまたは Claris の授権された代表者が

かかる損害発⽣の可能性について知らされていたと

しても、責任を負わないものとする。但し⼀部の法域

では偶発的損害または結果的損害についての責任の

制限または排除を認めていないため、上記の制限また

は排除規定はライセンシーに適⽤されない場合があ

る。いかなる場合においても、すべての損害、損失お

よび訴訟原因（契約、不法⾏為（過失を含む）その他

によるものとを問わず）についての Claris またはその

ライセンサーの責任の総額は、本ライセンスのもとで

⽀払われた⾦額を超えることはないものとする。両当

事者は、この救済及び損害⾦の制限条項は独⽴して履

⾏され、保証救済の重要⽬的を達成できない場合でも

存続するものとすることに合意する。なお、上記の制

限は、法律でその賠償責任を義務づけている場合その

限度において、⼈⾝事故には適⽤されない。 

 

 

7. 監査 

1年に１回、通常の営業時間中に（合理的な事前の 

通知を⾏った上で）、Claris は、またはいずれかの当事

者の選択により両当事者に合理的に受け⼊れられる

ことになった独⽴した第三者は、ライセンシーが本契

約を遵守していることを確認するため、本契約に基づ

くライセンシーの⽀払義務に関してライセンシーお

よびライセンシーの記録を監査することができる。

Claris から要請があれば、ライセンシーは、当該監査

を補佐するため事情に精通している従業員を担当者

として配置することにする。かかる監査により、ライ

センシーが本契約に基づき Claris に⽀払うべき⾦額

の過少⽀払が判明した場合、ライセンシーは、Claris

に対し⽀払い期限が過ぎていながら未払いの⾦額を

速やかに⽀払うものとする。どの期間であれライセン

シーの⽀払い不⾜額が、その期間に Claris に対して実

際に⽀払義務を負っている⾦額の 10％以上である場

合、ライセンシーはかかる監査の実施に要した直接経

費を Claris に速やかに払い戻すものとする。 

 

 

8. サポート 



Claris が独⾃の裁量にて別段の決定を⾏う場合を除

き、Claris は、ライセンシーが本契約のもとで本ソフ

トウェアを使⽤するためのテクニカルサポートサー

ビスをライセンシーに対して提供する義務を負うも

のではない。ライセンシーは、本契約の期間中、Claris

が現在提供している追加サポートサービスを別途注

⽂することができる。 

 

 

9. 輸出管理 

ライセンシーは、アメリカ合衆国の法律およびソフト

ウェアが取得された国の法律が認めている場合を除

き、ソフトウェアを使⽤または輸出もしくは再輸出す

ることはできない。特に、例外なく、ソフトウェアを、

次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出を⾏う

ことはできない。(a)アメリカ合衆国の通商禁⽌国(b)

アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of 

Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆

国商務省の拒否⼈名リスト(Denied Person's List or 

Entity List)上の⼀切の者。ソフトウェアを使⽤するこ

とにより、ライセンシーは、上記国家に住居を定めて

いないこと、あるいは上記リストに該当するものでは

ないことを表明および保証するものとする。また、ラ

イセンシーは、ライセンシーがアメリカ合衆国の法律

で禁⽌されている⽬的でソフトウェアを使⽤しない

ことに同意したものとし、当該⽬的にはミサイル、核、

化学兵器もしくは⽣物兵器の開発、設計、製造または

⽣産を含むがこれらに限定されない。 

 

10. 政府がエンドユーザとなる場合 

本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーショ

ンは 48 C.F.R. § 2.101 にて定義される「Commercial 

Items」であり、48 C.F.R. § 12.212または 48 C.F.R. 

§227.7202 で 使 ⽤ さ れ て い る 「 Commercial 

Computer Software」および「Commercial Computer 

Software Documentation」により構成されている。48 

C.F.R. § 12.212または 48 C.F.R. § 227.7202-1 ない

し 227.7202-4 に 従 い 、 Commercial Computer 

Software お び Commercial Computer Software 

Documentation は、(a) Commercial Items として、

(b)この使⽤条件に従ってその他のすべてのエンドユ

ーザに付与される権利と同じ権利のみがアメリカ合

衆国政府にライセンスされている。アメリカ合衆国の

著作権法に基づく公表権(Unpublished-rights)は留保

する。 

 

11. ⼀般条項 

本契約が購⼊された国に Claris の⼦会社がある場合

は、本契約には⼦会社がある国の法律が適⽤される。

それ以外の場合は、本契約には、アメリカ合衆国およ

びカリフォルニア州の法律が適⽤される。本契約当事

者は、国際商品売買契約に関する国連協定（1980）

（ United Nations Convention on Contracts for 

International Sale of Goods (1980)）（改正を含む）は

本契約に適⽤されないことに同意する。本契約は、本

契約に基づき使⽤許諾された本ソフトウェアに関し、

両当事者の合意のすべてを定めるものであり、本件に

関する、従前⼜は同時の合意、取決め、および約束に

優越するものである。ライセンシーは、Claris のいか

なる表明をもライセンシーがこれまで当てにしてき

てはいないということを確認し、これに同意するが、

本契約のどの部分であれ、不正に⾏われる表明の責任

を制限したり排除するものではない。本契約の変更ま

たは修正は、書⾯を以て Claris が署名しない限 

り、拘束⼒がないものとする。本契約のある規定が、

管轄権を有する裁判所によって、法律に違反するとさ

れた場合、かかる規定は許可される最⼤限度まで履⾏

されるものとし、本契約のその他の規定は、完全な効

⼒をもって存続する。Claris がその権利または救済を

⾏使する際の不履⾏または遅延は、書⾯により明⽰的

に通知がなされた場合を除き、権利放棄とはならない。

Claris の権利または救済の⼀つの⾏使または部分的



な⾏使は、権利放棄とはならず、当該権利または救済、

あるいは他の権利または救済の他の更なる⾏使を排

除するものではない。 
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